
参考資料

1。 乳児院
最低基準と措置費における職員配置基準との比較

資料 1-3

職種等
最低基準 措置費基準 配置実績 (21')

(施設数 121
f,01∩ 1ヽヽ

乳児10人以上 寧L児 10人未満 寧L児 10人以上 乳児 10人未満

医師 小児科の医師又は嘱託医 嘱託医
定員100人未満嘱託医
定員100人以上医8市

嘱託医 1人 16人 (医師)

着護師、保育士、児

童指導員

撃L児 1.7:1(7人 以上)

(看護師は撃L児 10人で2
人以上、以下 10人毎に 1

人)

7人以上
(琶護師1人以上)

乳児1.7:1
(看護師は定員 10人で2

人以上、以下 10人毎に 1

人)

7人
(看護師 1人以上)

年齢別職員配置
1歳児1.7:1
2歳児2:1
3歳以上児411

2歳児2:1
3歳以上児4:1

加算 (保育士) 定員20人以下
47か所

(定員20人以下)

栄養士 配置 1人 136人

調理員 (等)
配置 (全部委託の場合を除

く)
調理員又はこれに代わる者

定員30人未満4人
以下10人毎に1人 lA

371人
(調理員)

個別対応職員 対象児童8人以上 同左 53人
心理療法担当職員 メ」象児童及び保護者10人

以上 47人
層辱員特日UDD算
(リト働 ) 定員35人以下 同左

88人
(定員35人以下)

家庭支援専門相談員 職員を配置し家庭復帰支援
を実施 同左 123人

塚庭支援専門相談員
(非常勤を更に加配) 定員40人以上 7人

小規模グルァプケア

担当職員
小規模グループケアを設置
している場合 同左 46人

基幹的喘員 研修修了した対象職員を置
いた場合、継付けフ リヽブ 同左

施設長 1人 lA 110人
事務員 定員100人未満 1人

定員100人以上2人 171人



＼

2。 児童養護施設

職種等 最低基準 措置費基準
配置実績 (21')

(施設数569(2010_1))
OIn託医 配置 1人

児童指導員、保育主
3未2:1 3歳 以上4:1
少年6:1  1 同左

職業指導員 職業指導を行う場合 同左 52人

乳児加算 (看護師) 乳児 1.7:1
70人

看護師加算 対象児童15人以上

り裾警遭整習冒漢讐十` 定員45人以下 169か所 (定員45人以下)

栄養士 児童41人以上 同左 540人

調理員 (等) 配置 (全部委託の場合を除<) 定員90人未満4人
以下30人毎に 1人加算

2.045人 (調理員)

個別対応職員 職員が置かれている場合 558人

心理療法担当職員 対象児童 10人以上 469人

指導員特別加算 (非常勤) 定員35人以下 100か所 (定員35人以下)

家庭支援専門相談員 罷雫年岬
し辱庭復リラ支

琴
を
下 564人

小規模グループケア担当職員 増ヽ規模グルーフケアを設置して
いる場合

403人

基幹的職員 蕩87落棺琴フラワ早7早
いた

施設長 1人。定員30人未満の場合は
児童指導員が兼務

549人

事務員
員
員

定
定

50人未満1人
50人以上2人 791人
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3.情緒障害児短期治療施設

職種等 最低基準 措置費基準 蠅 実績(21') 下

(施設数32(2o.lo.1))
医師 配置 (精神科又は小児科) 1人 17人
心理療法を担当する職員 10:1

同左 148人
児童指導員t保育士 5:1

同左

蕎護師 配置 1人 29人
栄登士

調理員 (等)

配置 定員41人以上 27人

配置 (全部委託の場合を除<) 4人 86人 (調理員)

個別対応職員

家庭支援専門相談員

職員が置かれてしヽる場合 30人
職員奮配置し家庭復帰支援を実
施 29人

小規模グループヶァ担当職員

基幹的職員

施設長

事務員

J｀規模グループケアを設置して
いる場合 8人

研修修了した対象職員を置いた
い 付けアップ

1人 31人

42人1人



ヽ

4。 児童自立支援施設

措置費基準
配置実績(21')

(施設数58(20.10。12職種等 最低基準

嘱託医2人 10人 (医師)

医師 哺託医及び精神科医 (嘔託可)

同左児童自立支援専F3員

児童生活支援員
5:1

7人
職業指導員 職業指導を行う場合 同左

同左 39人
栄餐主 児童41人以上

定員90人未満4人

以下30人毎に1人
164人 (調理員)

調理員 (等) 配置 (全部委託の場合を除<)

職員が置かれている場合 37人
個別対応職員

対象児童 10人以上 20人
心理療法担当職員

職員を配置し家庭復帰支援を実

施       :
39人

家庭支援専門相談員

小規模グループケアを設置して

しヽる場合
1人 ´

小規模グループケア担当職曇

基幹的職員
研修修 了したヌ啄 回界乞直いに

場合t格付けアップ

1人 58人
施設長

160人
事務員

定員150人未満1人

定員150人以上2人
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5。 母子生活支援施設

職種等 最低基準 措置費基準
配置実績(21:)

り 設数27o(20.10.1))
嘱託医 配置 1人 24人 (医師)

母子指導員 配置
20世帯未満 1人
20世帯以上2人 595人

少年指導員 (兼事務員) 配置
20世帯未満1人
20世帯以上2人

保育士 保育所に準する設備のある場合
30:1(最低1人 )

201人

調理員 (等)
調埋員又はこれに代わる者
聾 託の場合を除<) 1人 53人 (調理員)

保育機能強化加算 継続して5名以上の児童、専用
の保育室等

個別対応職員
職員が置かれている場合 117人

心理療法担当職員 対象母又は児童10人以上 49人
特別生活指導費加算
_(非常勤母子指導員) 対象児童4人以上 103人
定員40世帯以上の母子指覇
又は少年指導員力0算 (非常勤) 定員4o世帯以上 18か所 (定員40世帯以上)

基幹的職員 研修修了した対象職員を置いた
場合、格付けアップ

施設長
1人 252人
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6`自立援助ホ‐ム

職種等 運営基準 措置費基準
`配置実績

(か所数59(21年度))

指導員

入所者6人以下の場合は指導員

3人以上 (2人を除き、補助員

にできる).

6人を超えた場合は、3:1の
害」含で指導員を増加 (合計-1
人を除き、補助員にできる)

入所者7人未満2人
入所者7入以上3人と臥 以降

3人増える毎に1人を加算

191人
(H20.12.1)

※全国自立援助ホーム連絡協議会調べ

補助員 1人

7.フアミリアホーム

職種等 運営基準 措置費基準
配置実績 (21・ )

(か所数53(22.2.1))

指導員 餐育者3人以上 (1人を除き、
補助員にできる)_

1人

補助員 2人
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「個別対応職員」及び「心理療法担当職員」の支給要件について 参考資料

個別対応職員

児童養護施設、撃L児院及び児童自立支援施設における虐待を受けた子ども等に対する適切な援助体制の確保について (平成 18年 6月 27日雇児発第0627∞2
号厚生労働省雇用均等 ,児童家庭局長通知)抜粋

母子生活支援施設における夫等からの暴力を受けた母子及び被虐待児等に対する適切な処遇体制の確保にういて (平成 13年 8月 2日雇児発第508号厚生労働
省雇用均等・児童家庭局長通知).抜粋

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」通知の施行について (平成11年厚4月 30日児発第416号生省児童家庭局長通矢口)抜粋
第1 暫定定員及び保護単価の設定にらぃて
2 事務費の保護単価の設定について
(7)児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設及び坦童自立支援施設の個別対応職員加算分保護単価は、児童指導員及び保育十が交付要綱の職種別職員定数表に掲げられている定数並びに児童養護施設にあってはさらに前記 (2)の乳児、 1・ 2歳児及び年少児の定数を満たし、かつ、それ以H′ ,41「 r島′上 輌 をきルニ:,h■ ,1⌒ ‐■.‐L,゛ 、′_1 , 、 一 ,一 一     ― ―  ―

ものであること。

虐待を受けた子ども等に心理療法を行う職員を配置しようとする者はt都道府県知事、指定都市の市長及び児童相談所設置市あ市長 (以下「都道府県知華等」ら ヽ べ 帝 ム ス 輛 F_Httl… 選 魔 旧 雄 ^rL艶 ■ _を ,、 広 ,_L`^― ― ― ・‐ ‐
一 一 ・ヽ 一 ― 一 ― ―

 …いう。)が定める期間内に都道府県等へ申請を行い、次により都道府県知事等が各年度ごとに指定するものとするご

大学の学部で心理学を修め学十と称することを得るものであって個人及び集団心理療法の技術を有するもめ又はこれと同程度 と認め

第3 心理療法を担当する職員
心理療法を担当する職員は、

られるものとする。

この事業を実施しようとする者は、都道府県知事、指定都市市長及び中核市市長 (以下「都道府県知事等Jと いう。)が定める期間内に都道府県知事等べ事業実施の申請を行し―ヽ、次により都道府県知事等が各年度ごとに指定するものとする。

爾 眈 蠅 批 爾 mfiff請餓 甲 が 響 輪 癬 絣 雰 tt見墓忙獄 T意蜜
を推奨するなどに配慮すること。

第3 心理療法を担当する職員
する野 は
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